
    

 

 

（１）社会保険労務士に関する業務 

① 概要 

社会保険労務士は、労働保険及び社会保険に関する届出書類の作成及び申請手続き

の代行業務等を行う者であり、社会保険労務士の職責、業務並びに職業上の権利義務

等は、社会保険労務士法に定められています。 

年金調整課では、社会保険労務士の業務の適正な運営を確保するため、社会保険労

務士法に基づく業務のうち社会保険に関する業務について、監督等を行っています。 

 

② 実績 

府 県 名 
管内の社会保険労務士数 

令和 2 年度末 令和 3 年度末 令和 4 年度末 

福 井 県 255 人 258 人 262 人 

滋 賀 県 381 人 384 人 397 人 

京 都 府 923 人 926 人 929 人 

大 阪 府 4,441 人 4,505 人 4,542 人 

兵 庫 県 1,724 人 1,773 人 1,792 人 

奈 良 県 332 人 330 人 344 人 

和 歌 山 県 253 人 245 人 244 人 

合    計 8,309 人 8,421 人 8,510 人 

 

 

（２）年金委員に関する業務 

① 概要 

年金委員は、厚生労働大臣からの委嘱を受けて、政府管掌年金事業に関する積極的

な啓発、相談及び助言など年金事業の推進に必要な活動を行っており、厚生年金保険

の適用事業所において活動する職域型年金委員と地域において主に国民年金に関し

て活動する地域型年金委員とに区分されています。 

年金調整課では、適用事業所の事業主や市町村長等から推薦のあった年金委員候補

者に対して委嘱の審査、決定及び委嘱状や年金委員証明書の交付のほか、年金委員の

解嘱の審査、決定及び解嘱状の交付等を行っています。 

また、多年にわたり政府管掌年金事業の推進・発展に貢献した年金委員については、

その功績を称えるため「年金委員功労者厚生労働大臣表彰」が行われており、日本年

金機構からの「年金委員功労者厚生労働大臣表彰推薦書」等の審査を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 年 金 調 整 課 



② 実績 

ア 職域型年金委員数                                                      

府 県 名 
委 員 数 

令和 2 年度末 令和 3 年度末 令和 4 年度末 

福 井 県 1,671 人 1,725 人 1,735 人 

滋 賀 県 1,237 人 1,342 人 1,396 人 

京 都 府 1,408 人 1,598 人 1,674 人 

大 阪 府 3,775 人 3,997 人 4,510 人 

兵 庫 県 2,525 人 2,926 人 3,125 人 

奈 良 県 901 人 912 人 954 人 

和 歌 山 県 1,012 人 989 人 1,021 人 

合    計 12,529 人 13,489 人 14,415 人 

                                     

イ 地域型年金委員数 

府 県 名 
委 員 数 

令和 2 年度末 令和 3 年度末 令和 4 年度末 

福 井 県 45 人 61 人 69 人 

滋 賀 県 170 人 152 人 160 人 

京 都 府 59 人 79 人 112 人 

大 阪 府 48 人 61 人 118 人 

兵 庫 県 155 人 199 人 222 人 

奈 良 県 83 人 98 人 104 人 

和 歌 山 県 95 人 95 人 114 人 

合     計 655 人 745 人 899 人 

 

ウ 厚生労働大臣表彰者数 

府 県 名 
表 彰 者 数 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

福 井 県 0 人 1 人 1 人 

滋 賀 県 1 人 1 人 1 人 

京 都 府 1 人 1 人 1 人 

大 阪 府 2 人 2 人 3 人 

兵 庫 県 2 人 2 人 2 人 

奈 良 県 1 人 0 人 1 人 

和 歌 山 県 1 人 1 人 1 人 

合     計 8 人 8 人 10 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）市町村に交付する国民年金等事務費交付金に関する業務 

① 概要 

国民年金、福祉年金及び特別障害給付金に関する各種届出書の受理など地域住民に

密着した事務（国民年金への加入や老齢基礎年金などの請求手続きの事務等）につい

ては、法定受託事務として市町村が行うこととされており、これらの事務に必要な費

用は国民年金等事務費交付金（以下「国民年金交付金」という。）として、国が交付

することとされています。 

また、法定受託事務以外で市町村が国民年金に関する制度周知や情報提供など、協

力連携として行った事務についても、国民年金交付金の対象とされています。 

年金調整課では、市町村から提出される概算交付申請や精算交付申請の審査、決算

審査及び実地審査のほか、市町村との連絡調整を行っています。 

  

② 実績   

 令和 2 度末 令和 3 年度末 令和 4 年度末 

管内の市町村数 215 市町村 215 市町村 215 市町村 

交付決定額 5,510,478,719 円 5,443,161,112 円 5,353,109,715 円 

 

 

（４）市町村に交付する年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金に関

する業務 

 

① 概要 

年金生活者支援給付金の支給に係る事務のうち、認定請求等の受理などは、法定受

託事務として市町村が行うこととされており、これらの事務に必要な費用は年金生活

者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金（以下「給付金交付金」という。）とし

て、国が交付することとされています。 

また、法定受託事務以外で市町村が年金生活者支援給付金に関する制度周知や情報

提供など、協力連携として行った事務についても、給付金交付金の対象とされていま

す。 

年金調整課では、市町村から提出される精算交付申請の審査、決算審査及び実地審

査のほか、市町村との連絡調整を行っています。 

  

② 実績   

 令和 2 年度末 令和 3 年度末 令和 4 年度末 

管内の市町村数 215 市町村 215 市町村 215 市町村 

交付決定額 117,138,788 円 137,689,257 円 86,368,223 円 

     ※令和元年 10 月より制度実施 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）市町村に交付する健康保険事務指定市町村交付金に関する業務 

① 概要 

健康保険法第 3条第 2項の規定に基づく被保険者（日雇特例被保険者）に係る保険

者の事務のうち、厚生労働大臣が行うこととされている日雇特例被保険者手帳の交付

及び収受等に関する事務については、法定受託事務として厚生労働大臣が指定する市

町村（以下「事務指定市町村」という。）が行うこととされており、これらの事務に

必要な費用は、健康保険事務指定市町村交付金として国が交付することとされていま

す。 

年金調整課では、事務指定市町村の指定及び取消の受付、事務指定市町村から提出

される事務取扱件数報告書の審査及びその取りまとめのほか、健康保険事務指定市町

村交付金の申請の審査等についても行っています。 

 

② 実績 

 令和 2 年度末 令和 3 年度末 令和 4 年度末 

管内の事務指定市町村数 20 市町村 21 市町村 22 市町村 
交付決定額 13,284 円 8,157 円 9,781 円 

                                                               

 

（６）学生納付特例事務法人等に関する業務 

① 概要 

学生納付特例事務法人制度は、学生等である被保険者の年金受給権を確保する観点

から、学生等が申請しやすい環境を整備する目的で設けられています。学生納付特例

事務法人の指定を受けた法人は、その設置する大学等の学生等である国民年金第 1号

被保険者の委託を受けて、学生納付特例の申請に関する事務を行うことができること

とされています。 

年金調整課では、学生納付特例事務法人の指定、指定取消及び学生納付特例事務法

人制度の周知・協力要請を行っています。 

また、保険料納付確認団体は、同種の事業又は事業に従事する被保険者を構成員と

する団体が厚生労働大臣の指定を受け、この団体を通して被保険者が自ら保険料の納

付状況を定期的に確認する仕組みですが、管内に保険料納付確認団体の指定はありま

せん。 

                                         

② 実績 

 令和 2 年度末 令和 3 年度末 令和 4 年度末 

管内の学生納付特例事務法人数 95 法人 97 法人 104 法人 
   (注）令和 4 年度末における学生納付特例事務法人一覧は、資料編の 85 頁～88 頁

を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（７）日本年金機構等との連絡調整 

① 概要 

日本年金機構では、地域年金展開事業に対する意見や助言を行うこと等を目的とし

て、各府県に地域年金事業運営調整会議を設置しています。 

また、国土交通省近畿地方整備局では、建設業における社会保険加入の徹底等の取

組を進めるとともに、関係者の取組状況の定期的な情報共有を図るため、近畿地方建

設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会を設置しています。 

年金調整課では、政府管掌年金事業の実施に関する関係団体等と連絡調整を図る観

点から、日本年金機構が主催する地域年金事業運営調整会議へ積極的に参画している

ほか、国土交通省近畿地方整備局が主催する近畿地方建設キャリアアップシステム処

遇改善推進協議会へも参画しています。 

 

② 実績 

ア 地域年金事業運営調整会議への参画状況 

                令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度 

回数 6 回（書面開催） 6 回（書面開催） 
7 回（うち 4回は 

書面開催） 

 

イ 近畿地方建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会への参画状況 

 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度 

開催日 

(年 1 回開催) 
未開催 

令和 4年 1月 31 日

（書面開催） 

令和 5年 2月 7日

（書面開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


